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●妊娠・出産・養育に係る休暇は、「期間率」での減額を廃止し、
　１００％支払うこと。
●私傷病休暇での「期間率」減額について緩和措置を新設すること。

　夏季手当については、コロナ前までは２．９１ヶ
月(年末手当は３．１８ヶ月)と安定した支給となっ
ていましたが、コロナ禍の３年間で平均約７０万
円削減されてきました。
　２０２２年度決算では、３期振りに黒字決算と
なったことが発表されました。会社はコロナ前の
収益には戻っていないと言いますが、黒字になっ
たことは事実であり、この間の社員の苦労と努力
に報いるべきです。
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